
 

 

男鹿市規則第５号 

 

   男鹿市商工業振興促進条例施行規則の一部を改正する規則 

 男鹿市商工業振興促進条例施行規則（平成１７年男鹿市規則第１１８号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係）別紙 様式第１号（第４条関係）別紙 

  

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 



 

 

改正後 改正前 

  

  

備考 改正箇所は、太枠で示した部分である。 

 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


